
※出産育児一時金とは

〒666-0195 川西市東畦野５丁目２１番１号

市立川西病院　医事課

電話：072-794-2321（代表）

◆おかあさんとそのご家族とあかちゃんの関係を大切にしています

出産育児一時金とは出産に関わる費用の負担を軽減するため、公的医療保険から支給されるお金の事で
す。出産予定日の１ヶ月前に当院で手続きを行うと直接病院に振込んでいただくことができ、退院時に
出産費用の全額を支払う必要がないため便利です。

スタッフ一同お待ちしています
里帰り出産の方も受け入れています

〔問い合わせ先〕

◆自然分娩を主体としています

◆ご家族の方と一緒に妊娠、お産、育児にのぞめるようにサポートします
◆母乳哺育を推進しています

◆無痛分娩のご希望もお受けしています

出産費用の負担を減らすため

出産育児一時金の４２万円を差し引いた６万円を
退院時に窓口でお支払いただきます。

例：出産にかかる入院費用が４８万円の場合

市立川西病院での出産は……

出産費用を改定しました！

○平日・時間内での通常分娩の場合の出産費用：４８０，０００円～

※改定前に比べ、６万円程度軽減されています。
※産科医療補償制度の保険料が含まれています。

この制度を利用していただいた場合、出産費用の総額から出産育児一時金（４２万円）
を差し引いた額のお支払となります。

＊出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度をご利用いただくことができます。


